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Abstract: The education in Austria after World War Ⅱ started with big influences of the school refornl in

1920's. It is apparent that both the curriculum and the textbooks were adopted the things in 1920's in

Austria.The purpose of this paper is to analyze the education in Austria after World War Ⅱ focusing on the

keyword ``]Bildungsschule", which is said that it is difficult to translate into English。  “Bildungsschule" is the

concept of the education at that time,der市 ed from“ Arbeitsschule(act市 ity school)"and“ Gemeinschaftschule

(community school)", the concept and practice of the school reform in 1920's.The distinction between“ Ar―

beitsschule" in 1920's and “Bildungsschule" after World War is the range of the school reform.In 1920's the

school refornl was lilnited to the elementary school but it was widened to the nliddle school after World

War. In this paper l also try to refer to two conflicting points of view that the education in Austria after

World War was “refornl" or “restoration"。

1。 は じ め に

本研究では,第二次世界大戦後のオース トリアの教

育実践を,1920年代の改革教育学の流れのひとつで

あった労作教育の影響 という視点から考察する。筆者

は,こ れまで戦間期の労作教育について研究を行って

きた1)。
その中で,戦間期の労作教育の理論や実践

が,戦後オース トリアの教育にも大 きな影響を与えて

いることに気がついた。本研究は,そ の影響を,具体

的な事例 とともに,戦間期の労作教育論との相違点も

ふまえて明らかにすることを試みてみたい。

第一次世界大戦後,ハ プスブルク帝国が崩壊 した後

に誕生 したオース トリア第一共和国では,国家成立の

ための諸改革が取 り組まれた。その中の学校改革を担

ったのが,社会民主党員のオットー 0グ レッケル (OttO

Glёckel,1874-1935)で ある'。 グレッケルは, ウィー

ンが大都市化 していく中で流入 した労働者の子どもた

ちに,教育機会の保障と教育内容および方法の改革に

力を注いだ。前者が,10歳段階で選抜 を行 う分岐制

の教育制度に代わる「統一学校 (Einhcitsschule)」 を

目指す制度改革,後者が「学習学校 (Lemschule)」 や

「 ドリル学校 (Drillschule)」 に代わる「労作学校 (Ar―

beitsschule)」 改革であるJ。

この戦間期オース トリアの学校改革は,教育史から

見れば,「子 どもからの教育」を目指 した「新教育運

動」の流れに位置づけられる。とりわけ,こ の運動の

中心的存在であった ドイツの「改革教育学」に影響を

受け,そ の運動のひとつに含めることができる。

オース トリアの学校改革は,同 じ時期に ドイツ各地

で取 り組まれていた改革 とは異なり,国家規模の改

革,つ まり,労働者の子どもたちを含むすべての子ど

もたちを対象にした公教育としての改革であったとい

う点,さ らに,カ リキュラムの次元にまで及んだ実践

的な改革であったことが現在では評価されているの
。

2.レ ーアプランの継承

―-1920年代の労作教育の影響――

第二次世界大戦後,オ ース トリアは再び国家を復興
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表 1 戦間期および戦後のレーアプランの原則の変遷

(各時代のレーアプランをもとに筆者作成 )

1920年 1930年 1947年

①教授の郷土化
②合科教授
③自己活動

*1926年 からは (労

作の原則)がCに
付加される

①教授の郷土科

②合科教授と教科
の関係

③生徒の自己活動

(労作の原貝1)

④生徒の特性と発

達段階への考慮

①教授の郷土科

②合科教授と教科
の関係

③生徒の自己活動

(労作の原貝1)

④生徒の特性と発

達段階への考慮

*1930年 と解説 文

も同様

する課題に取 り組 まなければならなかった。 もちろ

ん,教育改革はその中でも重要な課題で,ド イツ同様

に 4カ 国統治の中,非ナチ化に迅速かつ徹底的に取 り

組まなければならなかった。

このような状況下にあって,1945年 9月 3日 に公

示 されたフォルクスシューレの新 しい レーアプラン

(Lchrplan,学 習指導要領のこと)に は,1930年 のも

のが採用された。それは,レ ーアプランの 4つ の原則

だけでなく,そ の解説文も全 く同じものであった。そ

の 1930年のものは,1920年 にオース トリアで学校改

革が着手されたときのレーアプランが基礎になってい

る。つまり,戦後のカリキュラムは,戦間期のオース

トリアにおける労作学校への改革の方針をそのまま引

き継いだように見えるのである。カリキュラムを一例

にしても,戦後のオース トリアの教育は,「第一共和

国のグレッケルのウイーンにおける学校改革の大きな

理念に再びつなげること」'と され,学校教育は「労作

学校」および「共同体学校 (Gemcinschaisschule)」 と

なることが 目指された。そ して,1930年 のレーアプ

ランの 4つ の原則は全会一致で戦後のレーアプランに

取 り入れられた゛
。このようにして,戦後のオース ト

リアの教育は戦間期の労作教育に大きく影響を受けて

始まることになったのである。

3。 「復古 」 か「改革」 か ?

――戦後オース トリアの教育改革の評価――

戦後のオース トリアの教育に,戦間期の改革が直接

的な影響を与えたことに対 しては,現在,二つの見方

が存在する。すなわち,戦後のレーアプランの理論的

根拠を戦間期の労作教育に求めたことが,戦間期への

「復古」であるのか,あ るいはそれを踏まえた上で乗

り越えようとした「改革」であるのかという見方であ

る。この二つの見方は,オ ース トリア教育史家エング

ルブレヒ ト (Hclmut Engelbrecht)と シユネルの間で
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なされた論争に顕著に現れている。

この論争は,1994年 に教育雑誌 (Hermann schnell)

『Erzichung und Untericht』 誌上で行われた。90年代

も半ばにこのような論争が起こった理由には,オ ース

トリアの教育史研究が,1980年代になってようや く

本格的に取 り組まれたということがある。そのオース

トリア教育史を 1988年 に 5巻本として完成させたの

が,論争を提起 したエングルブレヒトである。

論争は,ま ずエングルブレヒトが,シ ュネルの著作

『第二共和国における教育政策』 (1993年 )に 対 し

て,戦後のオース トリアは,敗戦と4カ 国による占領

によって国全体が疲弊 し,教育の分野においても,理

論的考察や改革教育学的な目標設定などがほとんど省

みられなかった状況にあつたとしたことに始まる。そ

れは新 しい教育を追及することによって,戦間期の保

守対革新の争いをあらためて煽ることになることが恐

れられたからだという。このようなことから,エ ンゲ

ルブレヒトは,戦後のオース トリアの教育は,戦間期

の学校改革を妥協 して受け入れたものに他ならないと

判断した
フ
。この点については,彼 はすでに自身の 1988

年の著作の中で,「 1934年以前のレーアプランに立ち

戻ることは,困難なことでもあった。なぜなら,学

問,教授学,方法論における前進を考慮することがで

きないからである」
いと述べ,1945年 9月 3日 に出さ

れたレーアプランを「義務教育段階の学校の後退」"と

する見解を示 していた。

対 して,シ ュネルはこれに猛反発する。彼はエング

ルブレヒトと政治的立場の異なる社会民主党員の元ウ

ィーン教育庁長である。ウイーン教育庁は,戦間期に

グレッケルが改革の拠点としたところであり,教員養

成や実験学校など,先進的な改革が行われた場所であ

る。

シュネルは,戦後の混乱の中で も,教育関係者,特

にフォルクスシューレを含む義務教育段階の教員たち

は「教育への情熱」に燃え,教育実践の新 しい道を探

究 したのだと反論する。その一例 として,シ ュネル

は,戦後直後の 1946年 からほぼ毎年,多 くの参加者

を集めたウイーン教員会議の開催を上げている (次

頁,表 2)。 そして,改革教育学の意義は,政党の立

場を超えて,戦後の短い時間の中で周知のこととな

り,ま た授業においても実践されたとしたЮ。シュネ

ルは「学校刷新の基本的理念は戦間期のウイーン学校

改革時代のもので,1945年 のオース トリア共和国再

建後に深化,細分化,拡大化 された」
H)と 主張 し,こ

れを「オース トリアにおける教育の 『伝統』」と呼ん
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だ。そして,こ の「伝統」が周知となることによっ

て,戦間期には対立していた教育者たち,た とえば教

育省のラングなどが,戦後,次々と労作学校の理念に

賛同する立場をとるようになったという。

政治的対立を超えた見方一―オレヒョフスキーーー

エングルブレヒトとシュネルの論争は,オ ーストリ

アにおいて教育の問題について論じられる際の保守対

革新の対立を象徴的にあらわしている。彼らの対立

は,戦間期から続く分岐制の教育制度の是非をめぐる

対立でもある。

ここで取 り上げる元ウイーン大学教授のオレヒョフ

スキー (Richard Olechowski)は ,こ の対立とは別の

視点で戦間期の学校改革および戦後のオーストリアの

教育の動向に対する見解を示している。彼はまず戦間

期の学校改革の意義を次のように述べる。「この教育

の動きの意味は,こ の時代に関わつたどの人によって

もふさわしかつたと評価されなければならない」し
,

「政治的目的や内容に同一化できようができまいが
,

それはどうでもよいことだ」0。 つまり,オ レヒョフ

スキーは,戦間期の学校改革を現代において評価する

とき,かつてのように政党間の対立の視点で評価して

はならないとした。そして,それを政党を超えた視点

で眺めるとき,確かにオーストリアにおける教育実践

の発展および学問としての教育学の発展があったとし

ているのである。

次に,彼は,戦後の改革については,学校法が改正

された 1962年 を境界線 としB),そ れ以前の時代を

「第一共和国からの問題の体系化と総括」,そ してそれ

以降 (か ら1983年 に引用論文が書かれたときまで)

の時代を「教育政策の再イデオロギー化の時代」とし

た1の 。

オレヒョフスキーは,エ ングルブレヒトのように戦

間期の影響を「妥協」だとみなしているわけではない

が,シ ュネルのように戦間期の学校改革の理念が戦後

において「深化,細分化,拡大化」したとしているの

でもない。彼は,そ れを戦間期の学校改革の「体系化

と総括」だとした。

戦後オース トリアの教育に関するこれら三つの評価

をふまえ,いずれの評価が妥当であるのかということ

を,教育実践に登場したひとつのことばに着目して次

に考察していきたい。

4。 「陶冶学校」登場の経緯

上述のように,戦間期の影響が直接的にカリキュラ

ムに見られる戦後オース トリアの教育実践がどのよう

なものであったかを調べていくと,戦後の教育資料 ,

教育雑誌には,戦間期には見られなかった新しいこと

|ゴ「陶冶学校 (BildungSSchule)」
国が散見されるように

なる。

例えば,1946年 から再開されたウイーンでの教員

会議でのテーマ (表 2)を 見れば,陶冶学校というこ

とばがくり返し出てきており,戦後のオース トリアの

教育においておよそ 10年 の間取 り組まれた課題であ

ったことがわかる。

では,どのような流れで,こ のことばが戦後のオー

ストリアの教育に登場したのだろうか。戦後オース ト

リアの教育復興に対しては,教育省とウイーンの二つ

の流れがあった。。教育省がまず地方の教育改革に着

手する一方で,ウ イーンでは戦間期の改革に従事した

研究者や教員たちが独自に教育を復興させようとして

いた。

シュネルによれば,陶冶学校以外 にも,戦後のオー

ス トリアでは,教育復興の精神的な土台作 りの努力が

な されていた。例 えば, シュ ピール (Oskar Spiel)

は,労作共同体の原理 を公民教育 に適用 し,公民科

(Staatsburgerkunde)を 構想 した。これはその後,政治

表 2 ウイーン教員会議のテーマ (Schnell,5θ カカrι

S″グ
`sε

カタルθ′ルr Иttθれ,S。73-74。 )

1946 新 しいオース トリアにおける学校の教育課題

1947 学校の授業・教育活動の基礎 としての生徒観察

と生徒記述―一記述式評価用紙の提案

1948 労作学校・共同体学校・陶冶学校

1949 現代の教育におけるさまざまな活動方法の目的

に応 じた使い方

1950 教育の成果一―教師の準備

1951 成果を見せた生徒の活動からより高い教育効果ヘ

1952 (学校展覧会のために会議不開催 )

1953 正書法と正書法授業の問題

1954 生徒の能力の評価 (評点)

1955 教育・学習困難の生徒

1956 陶冶学校における教材 とその機能

1957 授業における目的に応 じた本の使い方

1958 陶冶学校における話し方授業の目的と方法

1959 陶冶学校における郷土科
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教育として位置づけられた。あるいは,ガスナー (Hdn―

rich Gassner)は ,労作共同体を教師教育や成人教育

にも適用すべきだという考えを示 した。また,ラ ング

(Ludwig Lang)は ,家族教育や宗教教育に高い価値を

置いた教育計画を発表 した。 レール (JOsef Lehrl)

は,統一学校を否定 し,エ リー ト育成に近い能力学校

を主張 した口。このような動きの中の一つが陶冶学校

である。

戦後,ウ イーンの教育庁は,グ レッケルの学校改革

における目標設定と教授学的原則を結び付けようと意

識的に取 り組んでいた。つまり,労作学校と共同体学

校の理念にたちながら,「探究,問題認識および問題

解決における生徒の知的な活動,批判的判断能力の育

成そして学校生活の共同体において民主主義への教育

と密接に関連 した中で表現する能力」を育成すること

を目的とし,それに基づいた学校づ くり (陶冶学校 )

を目指 したのである蟷)。

この取 り組みは,ウ イーン教育庁がイニシアチブを

とっていたことはいうまでもないが,他方で,ウ イー

ン教員組合もまた改革への討論を積極的に行い,教育

庁と議論を重ねる共同作業を開始 した。それだけでな

く,義務教育段階の教員がすべて参加する区教員会

議,ハ ウプ トシューレ教員会議,ゾ ンダーシューレ教

員会議からの代表が討論に加わり,さ らに社会党系教

員組合やカ トリック系教員組合,共産党系教員組合な

ども参加するようになったのである。

このような戦後オース トリアの教育改革に対する要

求の高まりを背景に,1947/48年 度のウイーン教員会

議では,ウ イーンの学校刷新のための中心原理を陶冶

学校 とすることが決定された。そして,陶冶学校の教

育目的を「調和のある人格の育成」とし,それを「知

的で,道徳的な態度を持ち,行動ができること」と規

定 したり
'。

5。 陶冶学校 とは何 か

ここまで,ほ とんど断 りなく使用 してきた陶冶学校

とはいったい何なのか。戦間期の労作教育とつなが り

があるということはくり返 し述べてきたが,こ こでは

もう少し詳細に検討 してみたい。

(1)陶冶学校の定義

戦間期からオース トリアの学校改革に関わ り,戦

後,ウ イーンの教育庁長に就任 したシュネルは,陶冶

学校を,「労作学校 と共同体学校の統合を表現 したも

の」
20と

する。また,シ ュネルと同時期にウイーンに

おいて教育復興に努めたフル トミュラー (Carl Furt―

muller)は ,労作学校,共 同体学校 ,陶 冶学校 を ,

「すべてかつての学習学校に対置されるが,三つの異

なるプログラムではなく,同 じ教育的立場に由来する

三つの異なる示 し方」であるとした。「同じ教育的立

場」というのが,労作教育を指 していることは,彼の

次のことばからわかる。「学校届1新 のための特徴的な

方法に基づ くのではなく,特徴的な教育目的に基づい

て示され」れば,労作学校 と共同体学校 という名称の

代わりに陶冶学校 と明言することができる割)。
現代に

おいても,ア ックスが,「 (戦後の)学校は,労作教

育,共同体教育,そ して生徒の人格の考慮を原則 とし

た陶冶学校」“
)と

している。以上,3者による陶冶学校

の定義からは,少なくとも,こ のことばが労作教育

(と 労作共同体)を 基底に登場 したものであることが

分かる。

(2)労作学校・労作共同体学校 0陶冶学校

陶冶学校は,戦間期オース トリアの学校改革の実践

的支柱であった労作教育と深い関係にあることから,

ここでは,労作学校 と比較 しながら,陶冶学校の特徴

を明らかにしたい。また,戦間期に同様に労作学校の

発展型として取 り組まれた労作共同体との関係につい

ても言及する。

新教育運動の時代,労作教育論にはさまざまな立場

があった。大 きくは,手工の技術を重視する職業教育

的な立場 と,手工を授業の基本におきながらも,自 己

活動の育成にその目的がおかれるものという二つの立

場に分けられるだろう。その中で,オ ース トリアの労

作教育は,後者の立場であった。それは,改革の中心

的なメンバーで もあったブルガー (Eduard Burger,

1872-1938)と いう人物の労作教育論の影響が大 き

い。本研究では紙幅の関係から,彼の労作教育論の中

から労作の定義のみを押さえることにしたい2"。 ブル

ガーは,狭義と広義の労作を考察 した上で,最終的に

は,労作 を「精神的・身体的活動 (pSyCho― physische

Betatigung)」 と定義 した。身体 と精神の活動を労作 と

して定義 した点に,陶冶学校の理念 も大きく影響 して

いるが,こ の点については後述 したい。

労作学校は,旧来からの「 ドリル学校」や「学習学

校」を批判 し,子 ども自身の活動によって,生活に根

ざした生きた知識を獲得 しようとする授業の方法を取

る学校である。オース トリアの学校改革では,こ の労

作学校の理念にたつて,労働者の子どもを含むすべて
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の子どもたちに教育を保障することが取 り組まれた。

このようにして取 り組 まれた労作学校の試みに
,

1920年 代半ばか ら新たな展開が見 られるようにな

る。それが,労作共同体 (Arbeitsgemeinscha■ )の取

り組みである。これは,労作学校が,自 己活動の育成

という視点から,子 ども一人ひとりの活動をどのよう

に構成 してい くかということが中心にあつたことか

ら,そ もそも学校が学級組織をはじめとする集団的な

ものであることへの課題に取 り組む変化があったこと

による。共同体教育への取 り組みは,同時代のモンテ

ッソーリ教育や,ペーターゼンのイエナ・プランなど

にも見られるものであるが,こ れらとオース トリアの

労作共同体の違いは,前者が学年制,学級制によらな

い共同体を主張 していたのに対 し,後者は,「現在の

学校組織を基本的には変えずに,共同体学校の実践に

おいてできること」
24)に

取 り組んだことにある。この

違いから,オ ース トリアの共同体学校への取 り組み

は,共同体教育の確立ということよりも,労作教育の

延長線上にあり,労作教育の新たな展開として捉える

ことができる。

戦後,陶冶学校ということばが登場し,それが「労

作学校と共同体学校の統合」とされた背景には,以上

のような 1920年代の取 り組みがある。戦後,社会民

主党が伝統的に優勢であるウイーンにおいて,戦間期

の影響が見られたこと,ま た本稿でもたびたび引用す

るシュネルやフルトミュラーなど,戦間期の改革に関

係した人物が多く復帰した理由としては,占領国の一

つであったアメリカ合衆国が提示した教育プログラム

の目的と,戦間期の学校改革を牽引してきた社会民主

党の教育政策がほぼ一致していたことがあげられてい

る25)。

では,次に,労作共同体を含めた労作学校 と,陶冶

学校の違いはどこにあるのか,と いうことについて考

えていきたい。

(3)陶冶学校とは何か

先に陶冶学校の定義のところで取り上げたフルトミ

ュラーは,教育改革を次のように考えていた。「学校

を根本的に変えようとすること,あ るいはそのための

努力は,純粋な教育学的問題ではない。それは常に,

学校の変容を必要とする社会構造における本質的な変

容である」
20。 っまり,教育の改革とは,社会が必要

とする変容を体現したものなのである。教育改革をこ

のように捉えるとき,彼は,教育改革には,「 どのよ

う|こ (Wic)」 (方法),「だれを (wen)」 (対象),「何

のために (Wozu)」 (目 的),「何を (was)」 (内容)

の 4つ の領域の変容が必要だということを,教員会議

での講演のために準備したタイプライター打ちのマニ

ュスクリプトの中でまとめている。これは,教員に向

けた講演のための準備資料で,タ イトルは,表 2にあ

げた教員会議の 1948年 のテーマ「労作学校・労作共

同体学校・陶冶学校」に合致しており,その講演内容

の記録と考えられる2つ 。

以下では,こ の資料に示された4つの領域を見るこ

とで,陶冶学校の特徴を明らかにしていきたい。

①方法

まず,教育改革を「どのように (Wic)」 行ってい

くかという方法は,陶冶学校の定義のところで検討し

てきたように,労作教育が選択された。労作教育が
,

陶冶学校の方法として戦後に継承された理由を,シ ュ

ネルは次のように述べている。訓練学校や学習学校の

方法に対して,労作の原則,共同体の原則が一般的に

なり,レ ーアプランの原則に対しても,ま た労作教育

および労作共同体のやり方に対しても,現場としての

受け入れに問題はなかつた。戦間期の労作教育の実践

は,教育現場の「意識の変革」を戦後にもたらしてい

たのである2● 。

フルトミュラーは,陶冶学校の方法として,労作教

育を採用するのは,そ の活動 (あ るいは労作 :Ar―

beit)を 重視することによつて現在の生活の課題を克

服するためだと述べている。それを戦間期の労作教育

に求めたのは,「 (戦間期の一一引用者注)方法の刷新

は,純粋な教育学的意義を超えて,すべての社会階級

の子どもたちが授業において本当に同じ条件のもとに

おかれるという社会的な意義を持っていた」からだと

いう。ただ,戦間期の労作教育は,フ ルトミュラーに

とっては「限りなく陶冶学校の理念に近い」ものでは

あったが,「本当の陶冶学校と呼べるものはわずかし

かなかった」
2"と してぃる。

②対象と内容

次に,陶冶学校が「だれを (Wen)」 対象にしたも

のか。それは,陶冶学校の理念の下に「何を」教える

か,と いう教育内容とも深く関わつている。

教育改革がだれを対象にしたものであるのかは,フ

ルトミュラーのいう社会構造の本質的な変容に密接に

関わる視点である。戦間期オーストリアの学校改革で

は,深刻な社会問題であつた労働者の子どもたちの劣

悪な生活環境の改善のために取り組まれた。彼らにも

等しく教育機会を与えるための義務教育の単線化 (統

一学校改革という)と 労作教育による教育内容と方法
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の抜本的な改革が目指された。陶冶学校の理念でも,

これは変わっていない。ただし,陶冶学校では,そ の

労作教育を,百科全書的で古い学習学校のや り方に拘

泥 し続けている中等教育段階にも適応させるべきだと

強調 したところに,戦間期 とは異なる点がある30。
戦

間期の学校改革は,初等教育段階では成功 したといわ

れているが,中等教育は,分岐制の教育制度を主張す

る保守政党と統一学校を主張する社会民主党との対立

が激化 し,改革が及ばなかったことがこの背景にあ

る。

次に「何を」という教育内容に関しては,労作教育

における「生活に接近する」という郷土化の原貝1に依

拠 しながら,「表面的な日常の興味に終始することな

く,発達段階に応 じた現代の精神的あるいは社会的問

題への関与を取 り扱 う」
引
'よ うな教育内容のとらえな

おしを行わなければならないとした。すなわち,活動

主義に終始 し,必要な知識を獲得できないと批判され

た労作学校に対 して,陶冶学校は,生活に接近 した教

材と同様に,書物 (学問)に接近できる内容 (文化的

内容)も 労作教育によって学校が保障することで,対

立する二つの内容を統一することが強調されているの

である。

③目的

すでに述べたように,1947/48年 度のウイーン教員

会議の際に,ウ イーンの学校刷新のための中心原理は

陶冶学校と決定された。そのときに,陶冶学校の目的

を「調和のある人格の育成」とし,そ れは「知的で
,

道徳的な態度を持ち,行動ができること」と規定され

た理
'。 ここでは,なぜこの教育 目的にいたったのかと

いうことを論 じたい。それは,上述の対象と内容を中

等教育へと拡大 していくことに深 く関係 している。

フル トミュラーは,社会階層の中にある「教養ない

もの」と「教養あるもの」の対立の克服は,精神的 ,

社会的な「手工」 (的労作)と 「精神」 (的労作)の対

立の克服でもあると捉えている。そして,こ の対立を

緩和 させ,最終的には解消するということが,全国民

にとって新 しい包括的な教育の理想となるという。そ

のために,義務教育の終わりが一般教育の終わりでは

なく,成人教育においても,こ れらの対立の克服への

努力がなされる必要があるとしている3)。

彼のこの考え方の背景には,明 らかにブルガーの労

作教育論の影響が見て取れる。ブルガーは,労作教育

の 目的を「人間陶冶」 (Menschensbildung)と したこ

とから,労作を「精神的・身体的活動」とし,そ れに

よる教育は,初等教育から高等教育を通 して普遍の方

法であるとした3■

。ただし, ブルガーには,「教養あ

るもの」 と「教養ないもの」,あ るいは「精神」 と

「手工」の対立の克服 という視点は希薄であったよう

に思われる。彼は,自 己活動の形成 という点におい

て,労作教育が有効であるという主張をしていたため

に,対立の克服によって,社会の変容をもたらすこと

までは言及していない。

陶冶学校を中等教育に拡大することによって,「 手

工」 と「精神」の対立を克服するという点について

は, ツェヒナー (Leopold Zechner)が,マ トゥーラ

(Matura,後 期中等教育修了資格)に おいて,単 なる

知識や技術だけではなく,精神的成熟や社会的,道徳

的な成熟が評価されれば,陶冶学校はほぼ達成される

だろうと,その具体案を述べている
)`。

そ して,フ ル トミュラーは最終的に,「陶冶学校の

概念の主要な意義は,グループに応 じた「教育」の課

題ではなく,すべての学校種および学校段階に共通に

統一的な教育に基づいた理念の課題なのだ」
30と

し

た。

本章において述べたことを簡単にまとめてお きた

い。陶冶学校の理念は,中等教育段階の子どもたちに

とっても,こ れまで軽視されてきた生活に接近 した教

育方法と教育内容が,見直されるということ以上の意

味を持っていると考えられる。つまり,陶冶学校の理

念においては,そ の方法である労作教育が,学校段階

を超えて導入されるべきだとされた。中等教育段階に

労作教育を拡大 していくということは,初等教育との

乖離を教育方法と教育内容の佃1面からも埋めることを

意味する。それは,陶冶学校が,統一学校への制度改

革を,労作教育という教育方法と教育内容によっても

実現 していこうとする学校改革の理念であることを示

していると考えられる。

ただし,実際には,陶冶学校が中等教育段階全体に

大 きな広が りを見せることはなく,理念の段階にとど

まっていたことは記 しておかなければならない。一

部,中等教育での実践記録が残っているが3つ ,陶冶学

校の理念を幾度も掲載 した教育雑誌においても,実践

報告の類は非常に限られている。また,陶冶学校の理

念は,戦 間期の労作教育の目指 したところで もあっ

た,義務教育の単線化 (統一学校)への改革の契機を

含むものではあったが,周知のとお り,現在でも,ド

イツ同様,オ ーストリアでも教育制度改革は遅々とし

て進んでいない。
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6。 お わ りに

本研究のまとめに代えて,戦間期オーストリアの学

校改革の影響が戦後オース トリアにおいて見られるこ

とを,「復古」とみなすのか,あ るいはまた「改革」

とみなすのか,と いう問いへの応答を試みたい。

冒頭で述べたとおり,戦後のレーアプランは戦間期

のものを引き写したものであった。その上で,こ の事

実の背景においては,陶冶学校という新たな理論的枠

組みが構築されていたことを指摘した。その陶冶学校

の登場の経緯は,確かに「後退」ではなく,労作教育

の理論と実践という「伝統」の上に,新 しい教育の創

出を意図した過程であった。したがって,エ ングルブ

レヒトが,政党間の対立を回避するための「妥協」で

あったとした点については,戦間期の労作教育論が,

戦後において党派を超えた改革の成果として受容され

ただけでなく,陶冶学校として中等教育に押し広げよ

うとしたことから,「妥協」ではないものとして受け

止めたい。

シュネルが「オース トリアの教育の『伝統』」と呼

んだものは,こ こで考察したように労作教育論および

その実践であつた。そして彼がこの「伝統」が「細分

化,深化,拡大」したと主張したのは,戦間期オース

トリアの労作教育が陶冶学校という新しいかたちを獲

得したことを意味していた。ここに,エ ングルブレヒ

トヘの反論を見いだすことができよう。彼は戦後オー

ストリアが敗戦の中で疲弊し,学校や教員,研究者に

も,改革教育学の目的を達成しようとするような動

き,あ るいは学問としての教育学を発展させようとす

る動きは皆無であったとした。このエングルブレヒト

の見解に対しては,陶冶学校という理念の形成におい

て,戦間期オーストリアの学校改革を乗り越えようと

する教育学的取り組みが見られたとしたい。

以上のように,中等教育段階へと労作教育の方法を

拡大する方向性を見いだしていたことにおいて,陶冶

学校の意義を認めたい。戦間期オース トリアにおける

「伝統」は陶冶学校において確かに受け継がれてお

り,戦間期の教育制度を改善しようとする「改革」と

なりうる可能性を包含していたといえるだろう。

ただし,既述のとおり,そ の前進が理念の段階にと

どまり,対立は解消されることなく,い まだオース ト

リアにおいては分岐制の教育制度を保持していること

は事実として残されている。したがって,こ の点にお

いては,オ レヒョフスキーのように,陶冶学校を「第

一共和国からの問題の体系化と総括」としてみなけれ

ばならない。陶冶学校によつて労作教育は受容される

土壌を得た一方で,教育制度をめぐる問題を再度顕在

化させたにとどまったからである。

陶冶学校は,戦間期の労作教育の展開を背景に持っ

たものであった。それは,戦間期の労作教育が初等教

育段階に定着 したことに由来する。先述のように,オ

レヒョフスキーは,戦間期の学校改革の成果は政治的

目的や内容に同一化できなくても評価すべきだという

見解を示した。しかしながら,戦間期に成果を限定す

るこの見解では,なぜ労作教育が戦後においても必要

とされたのかという問いには応えられないのではない

か。戦間期の労作教育は国家成立と不可分の関係にあ

る学校改革の一翼として政治的に重要な意味を持って

いた。つまり,労作教育は,単に主知主義による授業

からの脱却としての教育の技術改革ではなく,教育の

保障という新国家の成立と不可分の関係にあった。戦

後の中等教育段階に労作教育による教育を拡大しよう

とした陶冶学校は,そ れを継承したものであると考え

られる。つまり,すべての子どもたちに教育を保障す

る教育方法として,戦間期オーストリアの労作教育は

戦後において選択されたのである。

労作教育から陶冶学校の歴史を見てきたことで,オ

ース トリアは,すべての子どもたち,すべての学校階

梯において教育機会の均等と学力の保障を,労作教育

という歴史的に蓄積のある方法を展開させるやり方

で,三度,学校改革を構想した。この点は,シ ュネル

のいう「オース トリアの教育の『伝統』」――刷新の

契機を含みつつの伝統一一であることを認めないわけ

にはいかないだろうと思うのだ。

本研究では,戦後オーストリアの新しい教育理念と

戦間期の労作教育との関連を考察するにとどまった

が,今後の課題としては,陶冶学校の中等教育段階に

おける実践の実態を明らかにする必要がある。一部で

はあるが,陶冶学校の実践記録が残っている。
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